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令和７年度 新潟市秋葉区社会福祉協議会 事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

 

 昨今、コロナ禍の影響や物価高騰、大規模災害などによって、社会・経済情勢が

急速に厳しさを増すなか、生活困窮や孤独・孤立問題等、福祉ニーズは、多様化か

つ複合化・深刻化しています。  

秋葉区社会福祉協議会は、人々が様々な地域生活課題を抱えながらも、住み慣れ

た地域で自分らしく暮らしていけるよう、世代や分野を超えてつながることで住民

一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現

に向けて、地域住民や関係者、関係機関とともに一層の対話と協議を重ね、地域の

実情に応じた取り組みを推進します。  

事業の展開にあたっては、引続き、第３期「秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動

計画」で策定した地区ごとの地域福祉活動計画を地域住民、自治会・町内会、地区

社会福祉協議会、地域コミュニティ協議会、民生委員児童委員、他の社会福祉法人

及び各種団体とこれまで築いてきた地域での様々な見守り活動を活かした住民の

主体的な「地域福祉活動」や「支え合いのしくみづくり」を支援してまいります。 

また、コミュニティソーシャルワーク機能を駆使し、多様な地域生活課題に関す

る相談に重層的に対応するため、区役所・関係機関・団体とのネットワークを活か

し、地域において生活上の課題を抱える個人や家族に対する「個別支援」と、それ

らの人々が孤立することのない地域づくりに向けた「地域支援」を融合した包括的

な支援体制の整備を進めます。 

以上の方針のもと、法人（新潟市社会福祉協議会）の最上位計画である「新潟市

社協福祉ビジョン 2021」で掲げた「支えあい、ともに笑顔で暮らすまち『にいがた』」

の実現のため、様々な事業を展開します。 
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Ⅱ 重点目標 

 

１ 地域福祉活動計画の推進 

各地区の地域福祉活動計画の推進に向け具体的な取り組みを進めるため、地区

ごとに福祉懇談会を地区社会福祉協議会、地域コミュニティ協議会、他の社会福

祉法人及び各種団体等と年 2回開催し、地域住民が福祉課題を共有し、支え合い

のしくみづくりと一体となった地域福祉活動を地域、関係機関等と連携して取り

組めるように支援を行います。 

地域福祉活動計画の具現化を図るため、「地域福祉活動計画推進事業助成金」の

積極的な活用をしていただけるよう周知に努めます。 

 

２ コミュニティソーシャルワークの推進 

   コミュニティソーシャルワーク機能を駆使し、多様な地域生活課題に関する相 

談に重層的に対応するため、区役所・関係機関・団体とのネットワークを活かし、 

地域において生活上の課題を抱える個人や家族に対する「個別支援」と、それら 

の人々が孤立することのない地域づくりに向けた「地域支援」を融合した包括的 

な支援体制の整備を進めます。 

 

３ 災害時等非常時体制の整備 

  これまでは、被災された方や地域を支援するため、関係機関や地域と連携した 

 災害ボランティアセンター設置訓練をベースに取り組んできましたが、発災から 

 災害対策本部の設置、BCP（事業継続計画）を含めた災害時対応を役職員が共通 

認識を持ち、動ける体制を整えます。また、能登半島地震における対応を検証し、 

必要に応じ各種規程やマニュアル等の整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画（2021～2026） 

 人がつながり ともに支えあう やさしいまち 

      1 「明るく元気な地域づくり」  ２ 「安全で安心な地域づくり」 

3 「健康で豊かな地域づくり」  ４ 「相談しやすい体制づくり」 
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Ⅲ 事業概要  －財源参考表記－（財源）７年度予算額［６年度予算額］／単位：千円 

 

１ 地区社協等との協働による地域福祉の推進 

  地区社協（コミ協）、自治会・町内会、福祉施設等の団体による福祉活動を活性 

化するため、地域の取り組み状況に応じた支援等を行い、地域生活課題の解決に 

向けた地域づくりの実践に努め、「ともに生きる豊かな地域社会」の実現を目指し 

ます。 

 

（１）地区社協活動交付金事業（会費）３，６１８［３，６３０］  

地区社協（コミ協）、自治会・町内会等を中心となり実施する多世代交流や見

守り、助け合い活動等、様々な地域福祉活動に取り組めるよう支援します。そ

のため、地区社協活動交付金として、前年度会費納入額総額の３０％の範囲で

一定額を活動交付金として交付します。 

 

 

 

 

（２）地域ふれあい事業 （会費）７８３［７８０］ 

地域のつながりや見守り活動を進めるため、自治会・町内会が実施する多世

代交流事業等に助成を行います。 

 

（３）歳末たすけあい事業（共同募金）２，２５２［１，４５０］ 

①地域・施設歳末たすけあい事業 

歳末たすけあい募金を財源として、地区社協（コミ協）、自治会・町内会、 

福祉施設等が主催する地域住民との交流を目的とした事業を対象に助成を 

行います。 

 

②歳末除雪たすけあい事業 

歳末たすけあい募金を財源として、見守り意識の醸成と身近な地域にお 

ける助けあいの輪が広がるよう、住民同士（自治会・町内会）の除雪活動 

に必要な備品の購入等を対象として助成を行います。 

 

（４）福祉団体助成事業（その他）１００［１３０］ 

区内で活動する団体へ事業費を助成し、事業が円滑に行えるよう支援します。 

 

 

 

計算方法  前年度会員会費納入総額×5％÷11（地区） 

＋各地区の前年度会員会費納入額×25％ 
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(５）【重点】地域福祉活動計画推進事業（会費）１，２７２［１，２７２］ 

各地区の地域福祉活動計画の推進に向け具体的な取り組みを進めるため、地

区ごとに福祉懇談会（年２回）を開催します。 

地域福祉活動計画の推進に向け、「地域福祉活動計画推進事業助成金」を活用

していただけるよう周知を図ります。 

 

(６）区社協福祉推進会議の開催（会費・寄付金等）１０２［９９］ 

地域における支え合い、助け合い活動を推進するため、自治会・町内会長等

を対象に区社協福祉推進会議を開催し、秋葉区社協で実施している地域福祉活

動に関する情報共有と意見交換等を行います。 

 

(７)地域包括ケア推進事業【市受託事業】（受託金）１２，２０５［１２，７１９］ 

秋葉区における支え合いのしくみづくりを進めるため、第１層及び第２層の

支え合いのしくみづくり推進員（生活支援コーディネーター）を配置し、協議

体の運営を行います。また、地域住民や関係機関と連携・協働による地域課題

の解決に向けた「秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画」の推進と「支え合

いのしくみづくり」を一体的に展開します。 

 

 

 

２ 身近な地域における見守り・生活支援の推進と総合相談支援体制の整備 

  身近な地域で住民による見守りや生活支援の取り組みを推進するとともに、経

済的な困窮のみならず、様々な生活課題を抱える世帯やひきこもり状態にある家

族からの相談などにも対応ができるよう、区役所・関係機関等とのネットワーク

を活かし、重層的支援体制の構築を進めます。 

 

（１）友愛訪問事業（共同募金）９８０［８７３］ 

見守りが必要な７５歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に民生委員・児童

委員等が訪問員として見守りや安否確認を行います。 

 

（２）歳末見守り事業（共同募金）１，０７８［１，９８０］ 

歳末たすけあい募金を財源として、友愛訪問事業の対象者で７５歳以上のひ

とり暮らし高齢者又は障がい者ひとり世帯を対象に孤独感解消と安否確認を目

的として、地域と連携した歳末見守り事業を実施します。 
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（３）子育て支援事業（会費、共同募金）２６０［２５３］ 

子ども・子育て支援法の対象年齢に基づき、未就学児から高校生までを対象

とした事業を行います。 

① 子どもの居場所づくり活動団体支援事業 

子どもたちがひとりでも立ち寄れる、安心して利用できる居場所を運

営している団体、若しくは立ち上げを検討している団体への相談や講座

開催、助成等を行います。 

 

② 子どもの居場所関係団体情報交換会  ［年１回］  

令和６年度に実施した「子どもの居場所運営団体を対象にしたアンケ

ート」結果をもとに、子どもの居場所づくり活動団体支援事業の申請を

行った団体を中心として情報交換会を開催し、こどもを見守り健やかに

育む地域づくりを進めます。 

 

（４）緊急情報キット事業 （共同募金、寄附金等）２２３［２２３］ 

７５歳以上のひとり暮らし高齢者世帯、ひとり暮らし障がい者世帯等の緊急

時（救急車搬送等）の対応のため、地区社協（コミ協）等が中心となって、地

域コミュニティの中で一体的に取り組む見守り活動を支援します。 

 

（５）地域の茶の間（サロン）事業（市補助金、会費、共同募金）２，２８５［２，２２８］ 

自治会・町内会など身近な地域で運営する地域の茶の間（いきいきサロン）

の立ち上げや運営の支援を行います。また、運営団体を対象とした研修会を開

催します。 

 

（６）【重点】コミュニティソーシャルワーク推進事業 

（会費、共同募金）２，０２３［２，１０８］ 

制度の狭間にある課題を抱える生活困窮世帯や孤立する世帯などの相談に応

じ、区社協に配置するＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）を中心とな

り生活課題の解決に向けた支援を行います。 

特に、地域コミュニティの団体や既存の制度では関わりにくい課題について

は、区社協として積極的に関わり他機関と連携を図ります。 

【主な事業・講座】 

① ひとり親世帯への食料支援事業          ［年１回］   

② ひきこもりを学ぶ講座（一般、専門職向）     ［年１回］ 

③ ひきこもり家族の懇談会（家族支援）       ［年３回］ 

④ ひきこもり支援連絡会              ［年１回］ 
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⑤ ごみ出し支援事業（新津清掃社の社会貢献による個別支援） 

⑥ 入学準備支援事業（小・中学校／非課税世帯のひとり親世帯対象） 

⑦ 生活困窮者緊急生活支援事業 

 

（７）心配ごと相談事業（共同募金、会費）７２９［７２９］ 

区民の生活上の悩みごとや福祉の相談に広く応じるため、毎週２回（月曜・

金曜）、新津地域交流センター２階相談室において開催します。 

 

（８）生活福祉資金貸付事業【県社協受託事業】（受託金）３５［３５］ 

低所得世帯等からの相談に応じ、低利で資金の貸付と援助指導を行うことに

より、経済的な自立や社会参加の促進を図り、その世帯の安定した生活を確保

することを目的とした制度で、区社協では申請・相談窓口を担います。 

 

（９）行旅人旅費貸付事業 （その他）３［３］ 

紛失等で所持金を無くした行旅人の申請により、目的地までの交通費の一部

を貸付します。 

 

（10）高校進学のための相談支援事業（寄付金）６［６］ 

新潟市社協の一体的な取り組みとして、市内の中学生を対象に学校を通じて

高校進学に係る経済的な支援情報の一覧表を配布し、学生・保護者に情報が行

き渡るよう周知するとともに、個別の相談に応じます。 

 

（11）社会福祉法人等ネットワーク事業（会費）４４［４２］ 

秋葉区内の社会福祉法人等の研修会や情報交換会をとおして、地域住民と社

会福祉法人等が連携して地域課題に取り組むことで、支え合いの地域づくりを

進めます。 

 

（12）日常生活自立支援事業    

認知症高齢者、障がい者等で判断能力が不十分な方が住み慣れた地域で自立

した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や生活を維持するための預金払

い出し（代行）などを契約により支援します。 

 

（13）ふれあい福祉サービス事業（事業収入、会費、寄附金等）１，２４５［１，５９４］ 

秋葉区在住のひとり暮らし高齢者等（利用会員）の依頼により、ボランティ 

アとして登録する協力会員が自宅を訪問し、見守りや話し相手を兼ねた軽微な 

生活支援を行います。 
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介護保険など制度の利用につながる場合もあることから、担当するコーディ 

ネーターが、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び区役所と連携を 

図り、利用会員に適切なサービスを提供します。 

 

 

 

３ ボランティア・市民活動の推進 

  ボランティア活動や市民活動に関する区民の相談窓口としての機能を強化し、 

地域福祉活動を担う人材の育成やボランティアの裾野の拡大に努めます。 

 また、災害時における災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営を行える 

ための体制を整備します。 

 

（１）ボランティア・市民活動センターの運営（会費、補助金）４０４［３５０］ 

ボランティア活動や市民活動に関する区民の相談窓口として、ボランティア

コーディネーターを配置し、活動先の紹介、各種情報提供、ボランティア保険

加入の手続き等を行います。 

① ボランティア・市民活動センター運営委員会 

区社協理事、ボランティア・市民活動団体、福祉施設、企業、大学等の参

画により、秋葉区ボランティア・市民活動センター（以下「センター」とい

う。）の運営・事業について意見交換し、区民に開かれたセンター運営を目

指します。 

 

②ボランティア・市民活動センター情報紙の発行 

秋葉区内のボランティア情報や福祉関係のイベント紹介を中心とした情

報紙「ボラフル」を隔月発行し、ボランティア・市民活動の啓発を図りま

す。 

 

（２）【重点】災害ボランティアセンター運営事業（補助金）１６６［１５６］ 

災害時における災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営のため、発災

から災害対策本部の設置、BCP（事業継続計画）を含めた災害時対応を役職員

が共通認識を持ち、動ける体制を整えます。また、能登半島地震における対応

を検証し、必要に応じ各種規程やマニュアル等の整備を行います。 

 

（３）ボランティア・市民活動育成事業（会費）２９３［３３７］ 

ボランティア活動・市民活動への興味、関心を高め、地域福祉活動につなが

るよう、人材の育成を行います。 
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また、社会的なつながりの大切さを再確認し、継続したつながりや活動、新

たな取り組みを行えるよう講座や研修等を開催し支援します。 

【主な事業・講座】 

① ボランティア講座              

② ボランティア交流会 

③ 施設ボランティア受入担当者研修  

④ 個人ボランティアの日（ボランティアサロン） 

 

（４）福祉教育推進事業（総合学習の支援等）（会費）１１３［１１３］ 

小・中学校等の依頼により、地域の社会資源を活用した「総合的な学習の時

間」の支援を行ない、障がいや高齢に関する学びを通して相手を理解しようと

する気持ちや思いやりの心を育みます。 

また、身近にある福祉施設（団体）やボランティア、地域との関りを通して、

地域福祉課題を学び、そこから課題を解決する方法を考え、行動に結びつく力

が育まれるよう、福祉教育プログラムの企画段階から相談や提案を行っていき

ます。  

  

（５）元気力アップサポーター制度 

６５歳以上の介護保険第１号被保険者を対象として、介護予防の一層の推進

と高齢者の社会参加を目的とした新潟市の事業です。 

サポーターとして登録し、福祉施設等でボランティア活動を行います。 

 

 

４ 広報・啓発活動の推進 

  区社協の活動や地域福祉活動を広く知ってもらうため、多世代に向けた効果的 

 な情報発信を行います。また、住民一人ひとりが福祉に関心を持ち、地域の福祉 

課題の解決に向けた取り組みができるよう意識醸成を図ります。 

 

（１）秋葉区地域福祉推進フォーラムの開催（会費、その他等）４８０［２２５］ 

区内の地域福祉活動等の功労者を対象とした表彰式を行います。 

また、秋葉区内で抱える課題や地域の先駆的・実践的な地域福祉活動を発信

するため、支え合いのしくみづくりと合同で開催します。 

 

（２）広報事業 （会費）１，１８６［１，１５６］ 

①広報紙「秋葉区社協だより」の定期発行 

区民向け広報として「秋葉区社協だより」を年３回発行し、区社協の事業・

活動等について、多世代に向けわかりやすく広報します。 
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②ホームページ等を活用した広報 

区社協事業の紹介やイベント告知などをホームページ（スマートフォン対

応）を活用して、多世代に向けた情報発信を行います。また、ＦＭにいつの

ボランティア情報コーナー（第３・５金曜・午前１０時）でも毎月イベント

等の告知を行います。 

 

 

 

５ 組織・運営の充実 

  理事会・委員会機能を強化し、多様な意見を反映させた開かれた区社協運営 

を図るとともに、安定的な財源（一般会費及び賛助会費）確保をするため、本 

会の役割や事業について区民の理解が得られるよう透明性の高い組織運営に取 

り組みます。 

 

（１）理事会機能の充実 

区社協の組織運営に関する意思決定の機関として、役職員が共に課題に取り

組むことができるよう理事会の機能充実に努めます。 

① 理事会      ［年４回］ 

② 監事会      ［年１回］ 

③ 正・副会長会議  ［年３回］ 

④ 運営検討委員会  ［随 時］ 

 

（２）社会福祉協議会会員会費の安定的確保 

区社協事業に対し、区民、団体、企業等の理解・協力を得るため、様々な機

会に広く事業の周知を行ない、会員会費の安定的確保に努めます。 

 

（３）赤い羽根共同募金運動への協力 

社会福祉法人新潟県共同募金会新潟市共同募金委員会秋葉区分会の事務局を

置き、秋葉区内の赤い羽根共同募金運動推進に協力します。 

 

（４）秋葉区民生委員児童委員連絡協議会との連携 

秋葉区民生委員児童委員会長連絡会及び地区民児協定例会に担当職員が参加

し、民生委員児童委員と連携を図ります。 

 

（５）新潟市社会福祉協議会が運営する介護事業所との連携 

新潟市社会福祉協議会が運営する秋葉区内の介護サービス事業所と常に連携

を図るほか定例会議を行います。 
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［秋葉区内の新潟市社会福祉協議会の事業所一覧］ 

  事業所名 所在地 主な業務 

１ 秋葉区介護支援センター 秋葉区日宝町 6‐13 ケアマネジメント 

２ 秋葉区訪問介護センター 秋葉区日宝町 6‐13 訪問介護サービス 

 

 

 


